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腹の真ん中にない？お前、哺乳類じ
ゃないな
タンとタンタンはあるがタンタンタン
はなし
救急箱の中で忍び笑いするもの、な
ーに？
ふさふさシッポで臭い液噴射
神谷バーのカクテルといえば○○
○ブラン
３名生じて、定員に満たないよ
カタカタコットン、流れで回る
俺たちはクローズだ！
ウソツキはアッカンベーも二枚出る？

「世界の屋根」と呼ばれる○○○○
高原
無花果と書く、果実は水滴形
あっての物種です
参った、○○の音も出ないよ
せんとくんに会いに、ココへ
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ギリシア神話で最強の英雄でしょう
凹がボコなら凸はコレ
お好み焼きにドボドボ…
政治家先生は秘書に持たす？
“アメリカン”の古い言い方。○○○
○波止場
デートで予感。…餃子はパス
ドラムは筒型、一斗は四角
スギナの子。ツチフデと読まないで
顔にベチャ！もありのスイーツ
クラーク先生、四十歳で抱いてもい
いですか
バタ足から練習
お寿司の友、アガリとは
イエスマンには言えない言葉
首の後ろ部分
デッドボールで打者ココへ
コブとコブの間に乗ってね

タテのカギ ヨコのカギ

タテ・ヨコそれぞれのカギに対応する言葉をマス目にカタカナで入れてください（1マスに1文字）。
A～Jの10文字をつなげると健康に関するキーワードができます。

解答　データヘルスケイカク

健診情報や医療費に基づいた
4月スタートの保健事業
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ジェネリック医薬品の使用効果についてジェネリック医薬品の使用効果について
皆様の

ご協力に感謝！
　表1は、平成24年度からの一人当たりの薬剤給付費の
推移を示したものです。
　平成25年度まで経年的に薬剤も療養費同様上昇して
参りましたが、平成26年度見通し（1月現在）では、その
伸びが鈍化し、被保険者においては、前年を下回る見通
しとなっています。
　これは平成26年度の薬価基準の見直し（減）の影響が
考えられますが、消費税アップとの相殺を考えますと
その影響は僅少とされています。
　このような状況下、ジェネリック医薬品の平均使用
率は、表2のとおり平成25年度及び平成26年度の同時
期比較(診療月4月～12月)で約6％伸び、平成26年度の
平均使用率は52.44％となりました。
　この効果は加入者全体で1800万円の抑制効果があっ

たと推定しており、結果表1の薬剤給付費の抑制に繋
がったものと考えております。皆様のご協力に感謝申
し上げます。
　健康保険組合の財政は平成27年度も料率改定が余儀
ないなど厳しいですが、こういった皆様の一つ一つの
ご協力が実を結び財政状況を好転させていくものと確
信致します。
　日本のジェネリック医薬品のシェアは現在40％程度
ですが、国はこれを平成30年度までに60％を目指すと
しております。また海外では、すでに米国で約90％、独
国で80％のシェアとなっているなど多くの国で高い
シェアとなっていることから、環境が整うにしたがい
一層薬剤費の抑制効果が期待されます。
　今後とも引き続きご協力の程お願い申し上げます。

表１. 総薬剤一人当たり支給推移

被保険者
被扶養者

平成24年度
実績（円）
18,598
19,429

前年比（％）
97.1

104.2

平成25年度
実績（円）
19,122
21,282

前年比（％）
102.8
109.5

平成26年度見通し
見通し（円）
18,403
22,044

前年比（％）
96.2

103.6

平成27年度予算
推計（円）
18,357
23,034

前年比（％）
99.7

104.5

表２. ジェネリック薬品使用率比較

平均

平成25年年度
被保険者
51.50

被扶養者
42.30

計
46.42
伸び率

平成26年度
被保険者
57.38
5.87

被扶養者
48.33
6.04

計
52.44
6.02

単位（％）

（注） 使用率＝ジェネリック薬品
使用額÷ジェネリック対
象薬品総額
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健康保険組合設立40周年を迎えて

平成27年4月1日

理事長　佐々木　雅隆

　この度、平成27年4月1日付けで　前河村理事長の後を継ぎ理事長に就任致しました　佐々木雅隆
と申します。健康保健組合を取り巻く状況は、非常に厳しい状況にありますが、事業主及び被保険者
の協調と理解を得つつ適切な事業運営を目指していきたいと考えておりますので、前任者同様何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
　さて、4月1日　三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合は設立40周年を迎えました。これも偏
に諸先輩方のご尽力、そして事業主並びに加入者の皆さま方のご支援・ご協力の賜物と深く感謝申し
あげます。
　当組合は昭和50（1975）年に菱電サービス株式会社殿が事業主となり、加入者約8,500人の単一型健
康保険組合として発足いたしました。その後は会社の発展と共に成長し、平成2（1990）年には現名称
に変更、また、平成23（2011）年以降はMELTECグループ関係会社の皆さまを迎え、現在では23事業所・
加入者数25,000人を超える規模となりました。規模が大きくなると共にその役割・責任も大きくなり、
将来に亘って保険者機能を発揮していくために、より健全な運営に当たらなければならないことを再
認識する次第であります。
　健康保険組合を取り巻く運営面や財政面の環境は、社会・経済状況やそれに伴う社会保障政策に大
きく影響されます。この40年間のあゆみの中でも事業環境のやさしい時・厳しい時があり、その時々
に応じて諸施策を講じてまいりました。
　現在、高齢化が加速する中で、医療保険制度改革とそれに伴う費用負担の有り様に大きな変化が起
きておりますが、健康保険組合の目的が加入者の疾病予防・健康増進、そして健全な財政運営に資す
ることに変わるものではありません。これからも、三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合がその
使命を果たし発展していくために、皆さまと共に力を尽くしていく所存ですので、これまで同様にご
支援・ご協力をお願い申しあげ、ご挨拶とさせていただきます。
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加入者数・扶養率推移表
扶養率人

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

一般保険料率

保険給付費
納付金
保健事業費

計
（注）保険給付費は被扶養者給付も含んだ額です。

平成26年度
見込額（円）

内訳
事業主
被保険者

平成27年度平成26年度
91/100085/1000

54.6/1000
36.4/1000

51/1000
34/1000

⇒

⇒
⇒

267,301
234,050
15,954

517,305

平成27年度予算
年間支出額（円）

276,252
270,001
15,758

562,011

対前年度
比率
103.3
115.4
98.8

108.6

推定年間
不足額（円）

▲8,951
▲35,951

196
▲44,706

不足額 －＝ 別途積立金
2億8千万円

×（乗ずる）
被保険者数

＋新規被保険者給付費等

約7億8千万円の支出増
料率改定

〈協会けんぽとの比較〉 ２
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収
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額
３
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の
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見
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。

当健保組合
協会けんぽ

85.0
100.0

平成26年度
一般保険料率

平成27年度

（単位：円）

（単位：‰）

91.0
100.0

一般保険料率
13.0
15.8

介護保険料率

39,520
44,004

16,302
22,002

保険料月額

※40歳以上（介護）標準報酬
　380千円の場合の月額保険料

当健保組合
協会けんぽ

内被保険者

（注）上記 協会けんぽの料率（含介護保険）は、全国平均
です。実際は都道府県ごとに保険給付費の増減に
より異なります。（99.1‰～101.4‰）

※上記の他に保険給付費では、当組合では法定給付費に
加え付加給付があり、また高額療養費の自動払制度

（申請が不要）など手続き面でも優位です。
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退任
就任

⑴理事長及び選定 理事の就・退任

（注）選定理事及び理事長はそれぞれ規程に基づき就任。

河村　賢造
佐々木　雅隆

就・退任者氏名
平成27年3月31日
平成27年4月1日

就任又は退任年月日
平成25年7月1日～平成27年3月31日
平成27年4月1日～平成27年7月31日

任期

⑵議員の就・退任

河村　賢造
吉木　敬典

退任者氏名

平成27年3月31日

退任年月日
佐々木　雅隆
西谷　正広

就任者氏名
平成27年4月1日～
　平成27年7月31日

就任年月日及び任期

（
‰
＝
１
／
１
０
０
０
）
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料
率
の
改

定
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
、
一
般
保
険
料
を
85
‰
⇩
91
‰
へ
変
更

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
理
解
の
程
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

◆
他
健
康
保
険
組
合
の
状
況（
1
4
1
0
組
合
）

〜
平
成
26
年
度
予
算
よ
り
〜

〈
全
国
健
康
保
険
組
合
情
勢
〉

○
経
常
収
支
赤
字
組
合
：
1
1
0
7
組
合（
78
・
5
％
）

○
保
険
料
改
定
組
合
数
：
4
1
0
組
合（
29
％
）

○
平
均
保
険
料
率
：
88
・
6
‰（
当
組
合
：
85
・
0
‰
）

○
実
質
保
険
料
率
：
96
・
3
‰

※
保
険
料
率
と
実
質
保
険
料
率
と
の
差
を
積
立
金
・
準
備
金
の
取
り
崩
し

で
凌
い
で
い
る
実
態
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
。

⑴
議
員
の
任
期
の
変
更（
第
７
条
第
１
項
）

①
議
員
の
任
期
に
つい
て
、２
年
１
ヶ
月
の
と
こ
ろ
を
２
年
と
す
る
。

②
施
行
期
日
：
次
期
総
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。

⑵
予
備
費
の
費
途
に
つい
て（
第
46
条
）

①
一
般
勘
定
に
加
え
介
護
勘
定
を
あ
ら
た
に
新
設
し
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ

費
途
の
項
目
を
追
加
す
る
。

・
一
般
勘
定

・「
雑
支
出
」を
新
た
に
追
加
す
る
。

・
介
護
勘
定

　「
介
護
納
付
金
」「
介
護
保
険
料
還

付
金
」「
雑
支
出
」を
追
加
す
る
。

②
施
行
期
日
：
平
成
27
年
4
月
1
日

平
成
26
年
度
収
支
見
込
状
況
か
ら

　
平
成
26
年
度
は
料
率
を
80
‰
⇩
85
‰
に
変
更
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
の
た
め
平
成
26
年
度
の
収
入
は
、
対
前
年
度
約
５
億
８
千
万

円
の
収
入
増
と
な
り
、
保
険
給
付
費
、
納
付
金
並
び
に
準
備
金
３
億

健康保険組合設立40周年を迎えて

平成27年4月1日

理事長　佐々木　雅隆

　この度、平成27年4月1日付けで　前河村理事長の後を継ぎ理事長に就任致しました　佐々木雅隆
と申します。健康保健組合を取り巻く状況は、非常に厳しい状況にありますが、事業主及び被保険者
の協調と理解を得つつ適切な事業運営を目指していきたいと考えておりますので、前任者同様何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
　さて、4月1日　三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合は設立40周年を迎えました。これも偏
に諸先輩方のご尽力、そして事業主並びに加入者の皆さま方のご支援・ご協力の賜物と深く感謝申し
あげます。
　当組合は昭和50（1975）年に菱電サービス株式会社殿が事業主となり、加入者約8,500人の単一型健
康保険組合として発足いたしました。その後は会社の発展と共に成長し、平成2（1990）年には現名称
に変更、また、平成23（2011）年以降はMELTECグループ関係会社の皆さまを迎え、現在では23事業所・
加入者数25,000人を超える規模となりました。規模が大きくなると共にその役割・責任も大きくなり、
将来に亘って保険者機能を発揮していくために、より健全な運営に当たらなければならないことを再
認識する次第であります。
　健康保険組合を取り巻く運営面や財政面の環境は、社会・経済状況やそれに伴う社会保障政策に大
きく影響されます。この40年間のあゆみの中でも事業環境のやさしい時・厳しい時があり、その時々
に応じて諸施策を講じてまいりました。
　現在、高齢化が加速する中で、医療保険制度改革とそれに伴う費用負担の有り様に大きな変化が起
きておりますが、健康保険組合の目的が加入者の疾病予防・健康増進、そして健全な財政運営に資す
ることに変わるものではありません。これからも、三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合がその
使命を果たし発展していくために、皆さまと共に力を尽くしていく所存ですので、これまで同様にご
支援・ご協力をお願い申しあげ、ご挨拶とさせていただきます。

平
成
27
年
度
の
健
康
保
険
料
率
が
改
定
と
な
り
ま
す

●
改
定
理
由

〈
公
告
３
７
８
号
、３
７
９
号
〉

２.

規
約
の
変
更

⑴
等
級
：
第
26
等
級

⑵
標
準
報
酬
月
額
：
3
8
0
，0
0
0
円

〈
公
告
３
７
７
号
〉

１.

任
意
継
続
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
値
に
つ
い
て
以
下
決
定
す
る
。

①
料
率

（
平
成
26
年
度
）（
平
成
27
年
度
）

85
／
1
0
0
0
⇩
91
／
1
0
0
0

詳
細
料
率
は
予
算
欄
に
表
示
。

②
施
行
期
日
：
平
成
27
年
4
月
1
日

〈
公
告
３
８
０
号
〉

　
平
成
27
年
3
月
31
日
付
理
事

長
、理
事
、選
定
議
員
辞
任
に
伴
い
、

理
事
長
選
、理
事
選
等
所
定
の
手

続
き
に
よ
り
以
下
就・退
任
し
た
。

〈
公
告
３
８
１
号
、３
８
２
号
、

  

３
８
３
号
〉

３.

一
般
保
険
料
率
を
以
下

　  

変
更
す
る
。

４.

役
員・議
員
の
就・退
任

一人当たり主な年間支出額（円）の比較（平成26年度及び平成27年度比較）

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

75 76 77 78 79 80

被保険者 被扶養者 扶養率

加入者数・扶養率推移表
扶養率人

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

一般保険料率

保険給付費
納付金
保健事業費

計
（注）保険給付費は被扶養者給付も含んだ額です。

平成26年度
見込額（円）

内訳
事業主
被保険者

平成27年度平成26年度
91/100085/1000

54.6/1000
36.4/1000

51/1000
34/1000

⇒

⇒
⇒

267,301
234,050
15,954

517,305

平成27年度予算
年間支出額（円）

276,252
270,001
15,758

562,011

対前年度
比率
103.3
115.4
98.8

108.6

推定年間
不足額（円）

▲8,951
▲35,951

196
▲44,706

不足額 －＝ 別途積立金
2億8千万円

×（乗ずる）
被保険者数

＋新規被保険者給付費等

約7億8千万円の支出増
料率改定

〈協会けんぽとの比較〉 ２
千
万
円
増
を
吸
収
し
収
支
差
額
３
億
３
千
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

単
年
度
も
３
年
ぶ
り
に
３
千
万
円
の
黒
字
化
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

当健保組合
協会けんぽ

85.0
100.0

平成26年度
一般保険料率

平成27年度

（単位：円）

（単位：‰）

91.0
100.0

一般保険料率
13.0
15.8

介護保険料率

39,520
44,004

16,302
22,002

保険料月額

※40歳以上（介護）標準報酬
　380千円の場合の月額保険料

当健保組合
協会けんぽ

内被保険者

（注）上記 協会けんぽの料率（含介護保険）は、全国平均
です。実際は都道府県ごとに保険給付費の増減に
より異なります。（99.1‰～101.4‰）

※上記の他に保険給付費では、当組合では法定給付費に
加え付加給付があり、また高額療養費の自動払制度

（申請が不要）など手続き面でも優位です。

公
告

保
険
料
率
が
改
定
！

退任
就任

⑴理事長及び選定 理事の就・退任

（注）選定理事及び理事長はそれぞれ規程に基づき就任。

河村　賢造
佐々木　雅隆

就・退任者氏名
平成27年3月31日
平成27年4月1日

就任又は退任年月日
平成25年7月1日～平成27年3月31日
平成27年4月1日～平成27年7月31日

任期

⑵議員の就・退任

河村　賢造
吉木　敬典

退任者氏名

平成27年3月31日

退任年月日
佐々木　雅隆
西谷　正広

就任者氏名
平成27年4月1日～
　平成27年7月31日

就任年月日及び任期

（
‰
＝
１
／
１
０
０
０
）

3



平成
27年度

予
算
の
お
知
ら
せ

◆
健
康
保
険
収
入（
含
調
整
保
険
料
）

　
事
業
主
及
び
被
保
険
者
か
ら
の
保
険
料
で
す
。
算
式
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　
保
険
料
＝
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
×
保
険
料
率

（
事
業
主
60
％
・
個
人
40
％
）

　
対
前
年
度
比
6
億
8
千
5
百
万
円
増
の
約
72
億
9
千
８
百
万
円

と
な
り
ま
す
。（
含
被
保
険
者
平
均
増
員
：
約
4
0
0
名
）

　
平
成
27
年
度
健
康
保
険
組
合
の
重
点
実
施
事
項
を
お
知
ら
せ
致

し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

1

　適
正
適
用
の
推
進

⑴
社
会
保
障
と
税
の
共
通
番
号
制（
以
下
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）の
円

滑
導
入

国
策
に
よ
り
平
成
28
年
1
月
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
の
導
入

が
決
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
や
地
方
自
治
体
が
社
会
保
障

と
税
の
情
報
を
効
率
よ
く
管
理
す
る
た
め
に
、
日
本
に
住
む
全

て
の
人
に
割
り
当
て
る
12
桁
の
番
号
で
、
本
年
10
月
よ
り
皆
様

の
も
と
に
通
知
さ
れ
ま
す
。
現
シ
ス
テ
ム
の
調
整
、
皆
様
と
被

扶
養
者
の
方
々
の
番
号
の
登
録
及
び
管
理
に
細
心
の
注
意
を

払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

2

　ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）の
使
用
促
進

昨
年
度
に
続
き
、
以
下
促
進
を
図
り
ま
す
。

⑴
個
人
宛「
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
通
知
」の
定
期
発
行（
2
回
/

年
）

⑵
機
関
誌
等
を
活
用
し
た
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進

3

　保
健
事
業
の
推
進

⑴
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
の
効
率
的
・
効
果
的
推

進
①
特
定
健
康
診
査
：
被
扶
養
者
の
実
施
率
向
上

②
特
定
保
健
指
導
：
実
施
対
象
者
選
定
方
法
の
見
直
し（
事
業
主

と
の
連
携
）及
び
結
果
を
重
視
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
充
実

③
評
価
基
準
の
明
確
化
と
目
標
の
設
定

⇒

特
定
保
健
指
導
も
実
施
し
て
か
ら
約
３
年
が
経
過
し
ま
し

た
が
、
生
活
習
慣
病
発
症
リ
ス
ク
の
高
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

方
々
で
特
定
保
健
指
導
を
受
け
ず
、
ま
た
医
療
保
険
機
関
の
指

導
・
治
療
を
受
け
て
い
な
い
方
が
多
数
い
る
こ
と
が
デ
ー
タ
の

分
析
で
判
明
致
し
ま
し
た
。
平
成
27
年
度
運
用
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
希
望
制
に
加
え
て
、
一
部
の
方
に
は
、
特
定
保
健

指
導
の
受
講
勧
奨
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。

⑵
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
推
進

レ
セ
プ
ト
・
特
定
健
康
診
査
等
電
子
デ
ー
タ
を
分
析
活
用
し
、

加
入
者
の
健
康
維
持
、
疾
病
予
防
、
あ
る
い
は
重
症
化
防
止
目

　
支
出
は
、
保
険
料
給
付
費
、
納
付
金
、
保
健
事
業
費
が
大
半
を
占

め
ま
す
。

◆
保
険
給
付
費

　
平
成
26
年
度
の
消
費
税
ア
ッ
プ
・
診
療
報
酬
改
定
後
の
実
績
を
基

に
一
人
当
た
り
平
均
を
基
礎
数
値
と
し
て
算
出
し
た
結
果
、
35
億

8
，0
0
0
万
円
と
な
り
ま
し
た
。（
対
前
年
度
比
1
0
6
・
4
％
）

◆
納
付
金

　
納
付
金
は
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
退

職
者
給
付
拠
出
金
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
算
出
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ
れ
た
算
式
に
よ
り
算
出
し
、

前
述
の
と
お
り
大
幅
増
の
34
億
9
千
9
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

※
前
期
高
齢
者
納
付
金
：
65
歳
〜
74
歳
ま
で
の
医
療
費
に
対
し
て
の
健
保
・

国
保
・
協
会
け
ん
ぽ
等
の
負
担
調
整
を
図
る
も
の
で
、
主
に
当
組
合
で
負

担
す
る
前
期
高
齢
者
の
医
療
費
と
加
入
者
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
納
付
金
：
75
歳
以
上
が
加
入
す
る
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の

支
援
金
で
す
。
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
算
定
基
準
が
総
報

主
な
収
入

一
般
保
険
料

重
点
実
施
事
項

※

百
万
円
単
位
の
表
示
と

　さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

主
な
支
出

酬
制
に
段
階
的
に
移
行
し
ま
す
。

◆
保
健
事
業
費

　
生
活
習
慣
病
の
抑
止
に
向
け
た
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導
、
人
間（
脳
）ド
ッ
ク
、
家
族
健
診
、
歯
科
検
診
な
ど
の
疾
病
予
防

並
び
に
体
育
奨
励
事
業
が
主
な
事
業
で
す
。

　
ま
た
平
成
27
年
度
よ
り
、「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
が
本
格
的
な
施
策
の
実
施
に
伴
う
予
算
化
は
平
成
28
年
度
の

見
込
み
で
す
。

　
保
健
事
業
費
は
総
額
で
2
億
4
百
万
円
と
致
し
ま
し
た
。

　
料
率
に
つ
い
て
は
、
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
26
年
度
収
支
見
通
し
で
は
、
収
入
増
に
よ
り
対
予
算
で
約
８
百

万
円
の
増
と
な
り
、
ま
た
平
成
27
年
度
予
算
で
は
、
納
付
金
算
出
の
基

礎
と
な
る
年
一
人
当
た
り
平
成
27
年
度
概
算
納
付
額
が
、＠
6
2
，

1
2
0
円
と
平
成
26
年
度
概
算
額（
＠
6
3
，3
0
0
円
）を
下
回
っ
た

こ
と
に
よ
り
収
支
改
善
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
料
率
改
定
は
見
送

ら
れ
ま
し
た
。

〈
主
な
収
入
〉

　
主
な
収
入
は
保
険
料
収
入
で
す
。
40
歳
〜
64
歳
の
被
保
険
者
の
標

準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
料
率
を
乗
じ
て
算
出
致
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
は
、
該
当
の
被
保
険
者
数
及
び
標
準
報
酬
月
額
の
増
を

見
込
み
、
対
前
年
度
約
1
千
3
百
万
円
増
の
6
億
2
千
9
百
万
円
と

い
た
し
ま
し
た
。

〈
主
な
支
出
〉

　
主
な
支
出
は
、
納
付
金
で
す
。
こ
れ
は
一
人
当
た
り
納
付
金
に
第

２
被
保
険
者（
40
歳
〜
64
歳
の
加
入
者
）数
を
乗
じ
て
算
出
致
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
は
、
納
付
金
単
価
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
6
億

１
千
5
百
万
円
と
対
前
年
度
約
１
千
万
円
の
増
に
止
ま
り
ま
し

た
。

標
に
向
け
て
科
学
的
手
法
に
よ
り
課
題
を
抽
出
、
よ
り
効
果
的

な
施
策
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

平
成
27
年
度
は
計
画
の
実
施
初
年
度
と
な
り
ま
す
が
、
主
に
既

存
施
策
の
見
直
し
を
実
施
し
、
具
体
的
な
施
策
は
平
成
28
年
度

以
降
と
な
る
見
込
み
で
す
。

こ
の
事
業
の
推
進
に
は
事
業
主
及
び
被
保
険
者
の
ご
理
解
が

不
可
欠
で
す
。
ご
協
力
の
程
お
願
い
致
し
ま
す
。

一般勘定 平成27年度収入支出予算 ※（　）内は被保険者1人あたり

介護勘定 平成27年度収入支出予算
※（　）内は被保険者1人あたり

■被保険者 12,900人
■平均標準報酬月額 387,500円
■総標準賞与額（年間） 20,581,000千円
■被保険者の平均年齢 41.08歳
■扶養率 1.02人
■前期高齢者加入率 2.50％

予算の基礎数値（一般勘定）

■被保険者 6,400人
■平均標準報酬月額 460,300円
■総標準賞与額（年間） 13,027,178千円

予算の基礎数値（介護勘定）

支出

収入

支出

健康保険収入
7,192,625千円
93.73％

（557,568円）

調整保険料収入
105,049千円
1.37％

（8,143円）

繰越金
52千円
0.00％

（4円）

繰入金
281,300千円
3.67％

（21,806円）

財政調整事業交付金
84,000千円
1.09％

（6,512円）

雑収入
5,572千円
0.07％

（432円）

介護保険収入
628,936千円 96.90％（98,271円）

介護納付金
614,850千円 94.73％（96,070円）

繰入金
20,119千円 3.10％（3,144円）

雑収入他
2千円 0.00％（0円）

介護保険料還付金
100千円 0.02％（16円）

予備費・積立金
34,107千円 5.25％（5,329円）

国庫補助金収入
4,973千円
0.06％

（386円）

収入

前期高齢者納付金
1,842,267千円 24.01％（142,811円）
後期高齢者支援金
1,493,558千円 19.46％（115,780円）
退職者給付拠出金他
163,393千円 2.13％（12,666円）

納付金
3,499,218千円
45.60％

（271,257円）

事務費
59,320千円
0.77％

（4,598円）

保険給付費
3,580,225千円
46.66％

（277,537円）

保健事業費
204,228千円
2.66％

（15,832円）

還付金
1,201千円
0.02％

（93円）

財政調整事業拠出金
105,049千円
1.37％

（8,143円）

予備費
220,760千円
2.88％

（17,113円）

その他
3,570千円
0.05％

（277円） 介
護
保
険
料

平成27年度保険料率（改定）
1. 一般保険料率　91.00/1,000（85.00/1,000）
 ［内訳］
  一般保険料率 89.70/1,000（83.70/1,000）
   事業主 53.82/1,000（50.22/1,000）
   被保険者 35.88/1,000（33.48/1,000）
  調整保険料率 1.30/1,000（1.30/1,000）
   事業主 0.78/1,000
   被保険者 0.52/1,000
  合　計
   事業主 54.60/1,000（51.00/1,000）
   被保険者 36.40/1,000（34.00/1,000）

2. 介護保険料率 13.0/1,000（介護保険料率は変更なし）
 ［内訳］
   事業主 6.5/1,000
   被保険者 6.5/1,000

基本保険料率 46.30/1,000

 事業主 27.78/1,000
 被保険者 18.52/1,000

特定保険料率 43.40/1,000

 事業主 26.04/1,000
 被保険者 17.36/1,000

保険給付や保健事業等の健保事業
運営にかかる費用です。

高齢者等の医療を支える納付金・
拠出金です。

※（　）内は改定前保険料率を示す。
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平成
27年度

予
算
の
お
知
ら
せ

◆
健
康
保
険
収
入（
含
調
整
保
険
料
）

　
事
業
主
及
び
被
保
険
者
か
ら
の
保
険
料
で
す
。
算
式
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　
保
険
料
＝
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
×
保
険
料
率

（
事
業
主
60
％
・
個
人
40
％
）

　
対
前
年
度
比
6
億
8
千
5
百
万
円
増
の
約
72
億
9
千
８
百
万
円

と
な
り
ま
す
。（
含
被
保
険
者
平
均
増
員
：
約
4
0
0
名
）

　
平
成
27
年
度
健
康
保
険
組
合
の
重
点
実
施
事
項
を
お
知
ら
せ
致

し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

1

　適
正
適
用
の
推
進

⑴
社
会
保
障
と
税
の
共
通
番
号
制（
以
下
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）の
円

滑
導
入

国
策
に
よ
り
平
成
28
年
1
月
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
の
導
入

が
決
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
や
地
方
自
治
体
が
社
会
保
障

と
税
の
情
報
を
効
率
よ
く
管
理
す
る
た
め
に
、
日
本
に
住
む
全

て
の
人
に
割
り
当
て
る
12
桁
の
番
号
で
、
本
年
10
月
よ
り
皆
様

の
も
と
に
通
知
さ
れ
ま
す
。
現
シ
ス
テ
ム
の
調
整
、
皆
様
と
被

扶
養
者
の
方
々
の
番
号
の
登
録
及
び
管
理
に
細
心
の
注
意
を

払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

2

　ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）の
使
用
促
進

昨
年
度
に
続
き
、
以
下
促
進
を
図
り
ま
す
。

⑴
個
人
宛「
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
通
知
」の
定
期
発
行（
2
回
/

年
）

⑵
機
関
誌
等
を
活
用
し
た
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進

3

　保
健
事
業
の
推
進

⑴
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
の
効
率
的
・
効
果
的
推

進
①
特
定
健
康
診
査
：
被
扶
養
者
の
実
施
率
向
上

②
特
定
保
健
指
導
：
実
施
対
象
者
選
定
方
法
の
見
直
し（
事
業
主

と
の
連
携
）及
び
結
果
を
重
視
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
充
実

③
評
価
基
準
の
明
確
化
と
目
標
の
設
定

⇒

特
定
保
健
指
導
も
実
施
し
て
か
ら
約
３
年
が
経
過
し
ま
し

た
が
、
生
活
習
慣
病
発
症
リ
ス
ク
の
高
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

方
々
で
特
定
保
健
指
導
を
受
け
ず
、
ま
た
医
療
保
険
機
関
の
指

導
・
治
療
を
受
け
て
い
な
い
方
が
多
数
い
る
こ
と
が
デ
ー
タ
の

分
析
で
判
明
致
し
ま
し
た
。
平
成
27
年
度
運
用
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
希
望
制
に
加
え
て
、
一
部
の
方
に
は
、
特
定
保
健

指
導
の
受
講
勧
奨
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。

⑵
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
推
進

レ
セ
プ
ト
・
特
定
健
康
診
査
等
電
子
デ
ー
タ
を
分
析
活
用
し
、

加
入
者
の
健
康
維
持
、
疾
病
予
防
、
あ
る
い
は
重
症
化
防
止
目

　
支
出
は
、
保
険
料
給
付
費
、
納
付
金
、
保
健
事
業
費
が
大
半
を
占

め
ま
す
。

◆
保
険
給
付
費

　
平
成
26
年
度
の
消
費
税
ア
ッ
プ
・
診
療
報
酬
改
定
後
の
実
績
を
基

に
一
人
当
た
り
平
均
を
基
礎
数
値
と
し
て
算
出
し
た
結
果
、
35
億

8
，0
0
0
万
円
と
な
り
ま
し
た
。（
対
前
年
度
比
1
0
6
・
4
％
）

◆
納
付
金

　
納
付
金
は
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
退

職
者
給
付
拠
出
金
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
算
出
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ
れ
た
算
式
に
よ
り
算
出
し
、

前
述
の
と
お
り
大
幅
増
の
34
億
9
千
9
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

※
前
期
高
齢
者
納
付
金
：
65
歳
〜
74
歳
ま
で
の
医
療
費
に
対
し
て
の
健
保
・

国
保
・
協
会
け
ん
ぽ
等
の
負
担
調
整
を
図
る
も
の
で
、
主
に
当
組
合
で
負

担
す
る
前
期
高
齢
者
の
医
療
費
と
加
入
者
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
納
付
金
：
75
歳
以
上
が
加
入
す
る
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の

支
援
金
で
す
。
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
算
定
基
準
が
総
報

主
な
収
入

一
般
保
険
料

重
点
実
施
事
項

※

百
万
円
単
位
の
表
示
と

　さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

主
な
支
出

酬
制
に
段
階
的
に
移
行
し
ま
す
。

◆
保
健
事
業
費

　
生
活
習
慣
病
の
抑
止
に
向
け
た
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導
、
人
間（
脳
）ド
ッ
ク
、
家
族
健
診
、
歯
科
検
診
な
ど
の
疾
病
予
防

並
び
に
体
育
奨
励
事
業
が
主
な
事
業
で
す
。

　
ま
た
平
成
27
年
度
よ
り
、「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
が
本
格
的
な
施
策
の
実
施
に
伴
う
予
算
化
は
平
成
28
年
度
の

見
込
み
で
す
。

　
保
健
事
業
費
は
総
額
で
2
億
4
百
万
円
と
致
し
ま
し
た
。

　
料
率
に
つ
い
て
は
、
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
26
年
度
収
支
見
通
し
で
は
、
収
入
増
に
よ
り
対
予
算
で
約
８
百

万
円
の
増
と
な
り
、
ま
た
平
成
27
年
度
予
算
で
は
、
納
付
金
算
出
の
基

礎
と
な
る
年
一
人
当
た
り
平
成
27
年
度
概
算
納
付
額
が
、＠
6
2
，

1
2
0
円
と
平
成
26
年
度
概
算
額（
＠
6
3
，3
0
0
円
）を
下
回
っ
た

こ
と
に
よ
り
収
支
改
善
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
料
率
改
定
は
見
送

ら
れ
ま
し
た
。

〈
主
な
収
入
〉

　
主
な
収
入
は
保
険
料
収
入
で
す
。
40
歳
〜
64
歳
の
被
保
険
者
の
標

準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
料
率
を
乗
じ
て
算
出
致
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
は
、
該
当
の
被
保
険
者
数
及
び
標
準
報
酬
月
額
の
増
を

見
込
み
、
対
前
年
度
約
1
千
3
百
万
円
増
の
6
億
2
千
9
百
万
円
と

い
た
し
ま
し
た
。

〈
主
な
支
出
〉

　
主
な
支
出
は
、
納
付
金
で
す
。
こ
れ
は
一
人
当
た
り
納
付
金
に
第

２
被
保
険
者（
40
歳
〜
64
歳
の
加
入
者
）数
を
乗
じ
て
算
出
致
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
は
、
納
付
金
単
価
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
6
億

１
千
5
百
万
円
と
対
前
年
度
約
１
千
万
円
の
増
に
止
ま
り
ま
し

た
。

標
に
向
け
て
科
学
的
手
法
に
よ
り
課
題
を
抽
出
、
よ
り
効
果
的

な
施
策
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

平
成
27
年
度
は
計
画
の
実
施
初
年
度
と
な
り
ま
す
が
、
主
に
既

存
施
策
の
見
直
し
を
実
施
し
、
具
体
的
な
施
策
は
平
成
28
年
度

以
降
と
な
る
見
込
み
で
す
。

こ
の
事
業
の
推
進
に
は
事
業
主
及
び
被
保
険
者
の
ご
理
解
が

不
可
欠
で
す
。
ご
協
力
の
程
お
願
い
致
し
ま
す
。

一般勘定 平成27年度収入支出予算 ※（　）内は被保険者1人あたり

介護勘定 平成27年度収入支出予算
※（　）内は被保険者1人あたり

■被保険者 12,900人
■平均標準報酬月額 387,500円
■総標準賞与額（年間） 20,581,000千円
■被保険者の平均年齢 41.08歳
■扶養率 1.02人
■前期高齢者加入率 2.50％

予算の基礎数値（一般勘定）

■被保険者 6,400人
■平均標準報酬月額 460,300円
■総標準賞与額（年間） 13,027,178千円

予算の基礎数値（介護勘定）

支出

収入

支出

健康保険収入
7,192,625千円
93.73％

（557,568円）

調整保険料収入
105,049千円
1.37％

（8,143円）

繰越金
52千円
0.00％

（4円）

繰入金
281,300千円
3.67％

（21,806円）

財政調整事業交付金
84,000千円
1.09％

（6,512円）

雑収入
5,572千円
0.07％

（432円）

介護保険収入
628,936千円 96.90％（98,271円）

介護納付金
614,850千円 94.73％（96,070円）

繰入金
20,119千円 3.10％（3,144円）

雑収入他
2千円 0.00％（0円）

介護保険料還付金
100千円 0.02％（16円）

予備費・積立金
34,107千円 5.25％（5,329円）

国庫補助金収入
4,973千円
0.06％

（386円）

収入

前期高齢者納付金
1,842,267千円 24.01％（142,811円）
後期高齢者支援金
1,493,558千円 19.46％（115,780円）
退職者給付拠出金他
163,393千円 2.13％（12,666円）

納付金
3,499,218千円
45.60％

（271,257円）

事務費
59,320千円
0.77％

（4,598円）

保険給付費
3,580,225千円
46.66％

（277,537円）

保健事業費
204,228千円
2.66％

（15,832円）

還付金
1,201千円
0.02％

（93円）

財政調整事業拠出金
105,049千円
1.37％

（8,143円）

予備費
220,760千円
2.88％

（17,113円）

その他
3,570千円
0.05％

（277円） 介
護
保
険
料

平成27年度保険料率（改定）
1. 一般保険料率　91.00/1,000（85.00/1,000）
 ［内訳］
  一般保険料率 89.70/1,000（83.70/1,000）
   事業主 53.82/1,000（50.22/1,000）
   被保険者 35.88/1,000（33.48/1,000）
  調整保険料率 1.30/1,000（1.30/1,000）
   事業主 0.78/1,000
   被保険者 0.52/1,000
  合　計
   事業主 54.60/1,000（51.00/1,000）
   被保険者 36.40/1,000（34.00/1,000）

2. 介護保険料率 13.0/1,000（介護保険料率は変更なし）
 ［内訳］
   事業主 6.5/1,000
   被保険者 6.5/1,000

基本保険料率 46.30/1,000

 事業主 27.78/1,000
 被保険者 18.52/1,000

特定保険料率 43.40/1,000

 事業主 26.04/1,000
 被保険者 17.36/1,000

保険給付や保健事業等の健保事業
運営にかかる費用です。

高齢者等の医療を支える納付金・
拠出金です。

※（　）内は改定前保険料率を示す。
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平成
27年度

事 業 時 期 実　施　内　容 備　　考種　目

特定健康 随 時
40歳以上の特定健診対象者について実施する。

【任意継続被保険者を含む。】

被保険者は事業主が行う定期健康診断において実施する。
診　　査 特定健康診査

特定保健 随 時指　　導 特定保健指導

詳細実施要領は、別途通知する。
＜変更点＞
平成27年度については、生活習慣病発
症リスクの高い方には希望制ではなく
積極的に受講勧奨致します。ご理解の
程願います。

対象者には5月に健診案内書等を自宅
に送付する。

40歳から74歳の保険加入者のうち、特定健康診査によっ
て複数の生活習慣病発症のリスクが発見された者について
実施する。（積極的支援・動機付け支援）
特定保健指導に要する費用は、健保組合が全額負担する。

疾病予防

年1回

4月から

12月まで

随 時

人間ドック
【特定健診を含む】

＜取扱いの変更点＞
①事業主健診・特定保健指導等の関係

から受診期間を翌2月から本年12
月へと変更致します。（注1）

希望者は脳ドックのいずれかを選択し
受診する。
人間ドック受診の際は、特定健康診査
項目は必ず受診する。

委託機関が提携する医療機関で健診を
希望する人は、5月初旬に案内文書を
該当者宛に送付するので、申込書に該
当事項を記入のうえ、委託機関へ直接
申込書を送付のこと。
※申込受付は、委託機関が代行する。

②人間ドックは事業主定期健診の代替
が可能 です。人間ドックの事業主負
担 は 実 態 に 即 し6,000円/人⇒
14,000円/人に変更となります。

＜留意点＞
①補助は人間ドック・脳ドックいずれ

か一つです。
　なお脳ドック受診の方は、必ず事業

主健診（含特定健診）を受診願いま
す。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割から14,000円（会社負担額）
を差し引いた額とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。
人間ドックのオプションとして実施した場合は、人間ドッ
クでの申請となる。

●家族
被扶養者である配偶者並びに40歳以上の家族を対象に、
特定健康診査項目（必須）の他、希望検査（胸部X線、胃
部X線、子宮頚部細胞診、乳房検査、大腸検査、骨密度
検査等）を実施する。
補助額の限度は40,000円とする。

被保険者の虫歯・歯周炎予防を目的として、検診を希望す
る被保険者に対して、委託機関による「事業所単位」の検
診と歯科検診センターによる「個人」検診により実施する。

被保険者及び被扶養者を対象に実施したウォーキング行事
（事業所、部・課単位可）に対し、一人当たり1,000円を
補助する。

●任意継続被保険者（40歳以上）
実施要領は家族健診に準ずる。
ただし、補助額の限度は36,000円とする。

任意継続被保険者
・家族健診

【特定健診を含む】

7月から
12月まで

随時
歯科検診

4月から
12月まで

随時
ウォーキング

注 1. 人間ドックの実施時期については、事業主健診の実施時期及び特定保健指導の年度内案内等の各事業との整合を図るために時期を見直しました。
       なお医療機関及び事業計画等で不都合がある場合には、健康保険組合にご相談下さい。（変更年度対応）
　 2. 家族健診の補助超過分については、被保険者の給与から控除になりますが、給与明細に表示されることからその際お送りしていた案内を廃止致します。
       （除、任意継続被扶養者）
   3. データヘルスの具体的計画については、次号でご案内致します。（新たな施策は平成 28 年度以降となります）
    4. 以上詳細については事業主を通じてあらためてご案内致します。

休祭日に限定し実施のこと。
共催行事は不可とし、単独行事に限定
し補助する。

（除、任意継続被保険者）

脳ドック

保健指導
宣　　伝 年4回機関誌の発行 機関誌「けんぽめ～る」を被保険者全員に配付する。

（4月、7月、10月、1月）

体育奨励

保健事業概要保健事業概要
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さらに上記の他に保健事業としては、家族健診への補助、人間（脳）ドックの補助等疾病予防
支援事業があります。

毎
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ー
ト
し
て
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そんなときは

被保険者や被扶養者が出産したときに、1児につき42万円が支給され
ます。（産科医療補償制度に加入する医療機関等において妊娠22週以降に出産した場
合。それ以外の場合は40.4万円）

出産育児一時金を支給出産費用や
出産準備に
お金がかかる

そんなときは

被保険者が亡くなったときは埋葬を行った人に、被扶養者が亡くなった
ときは被保険者に、埋葬料として5万円が支給されます。

埋葬料を支給被保険者や
被扶養者が
死亡した

そんなときは

被保険者が病気やケガのために会社を休んで十分な報酬が受けられな
いときに、生活を保障するために、月収の約3分の2が最長1年6ヵ月間、
支給されます。

傷病手当金を支給
突然の病気で
休業！
生活費
どうしよう？ ＊当健康保険組合には付加給付があり、1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の10

に相当する額が支給されます。法定支給期間（最長1.6ヵ月）に加え、引き続き6ヵ月間の
給付延長があります。

そんなときは

高額な医療費がかかったときは、家計の負担を軽減できるように、一定
金額（自己負担限度額）までの負担で済む制度があります。例えば月収
が30万円の人の1ヵ月の医療費が100万円になっても、自己負担は約
87,500円で済みます。（食事代や、差額ベッド代など保険適用とならないものは対象外）

一定額までの負担で済みます
大きな病気で
多額の出費が
心配

＊当健康保険組合には付加給付があり、同月に家族で高額な医療を受けた場合その合算
額に対して高額療養費の給付がありますが、20,000円を越える場合はその差額が支給
されます。

そんなときは

被保険者が出産のために会社を休んで十分な報酬が受けられないとき
に、生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるように、月収の約3
分の2が、出産日（出産予定日を過ぎた場合は予定日）以前42日目（多
胎妊娠の場合は98日目）から出産翌日以後56日目までの範囲内で支
給されます。

出産手当金を支給

出産で
休業して
給料がでない

＊当健康保険組合には付加給付があり、1日につき被保険者の標準報酬日額の100分の10
に相当する額が支給されます。

そんなときは

病気やケガで受診したときは、一部負担金として医療費の3割（小学校
入学前までは2割、70～74歳は1～3割）を負担するだけで、治療や投
薬などを受けることができます。

病気やケガ
をした！

＊当健康保険組合には付加給付があり、同一医療機関同一診療について20,000円を越え
る場合その差額が支給されます。

医療費の7～9割は健康保険で負担

※健康保険組合では、健診など、み
なさまの健康づくりのための事
業も行っています。また、産前産
後休業期間中や育児休業等期
間中は保険料が免除されます。
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腹の真ん中にない？お前、哺乳類じ
ゃないな
タンとタンタンはあるがタンタンタン
はなし
救急箱の中で忍び笑いするもの、な
ーに？
ふさふさシッポで臭い液噴射
神谷バーのカクテルといえば○○
○ブラン
３名生じて、定員に満たないよ
カタカタコットン、流れで回る
俺たちはクローズだ！
ウソツキはアッカンベーも二枚出る？

「世界の屋根」と呼ばれる○○○○
高原
無花果と書く、果実は水滴形
あっての物種です
参った、○○の音も出ないよ
せんとくんに会いに、ココへ

１

２

3

4
5

9
11
12
14
15

17
19
20
24

ギリシア神話で最強の英雄でしょう
凹がボコなら凸はコレ
お好み焼きにドボドボ…
政治家先生は秘書に持たす？
“アメリカン”の古い言い方。○○○
○波止場
デートで予感。…餃子はパス
ドラムは筒型、一斗は四角
スギナの子。ツチフデと読まないで
顔にベチャ！もありのスイーツ
クラーク先生、四十歳で抱いてもい
いですか
バタ足から練習
お寿司の友、アガリとは
イエスマンには言えない言葉
首の後ろ部分
デッドボールで打者ココへ
コブとコブの間に乗ってね

タテのカギ ヨコのカギ

タテ・ヨコそれぞれのカギに対応する言葉をマス目にカタカナで入れてください（1マスに1文字）。
A～Jの10文字をつなげると健康に関するキーワードができます。

解答　データヘルスケイカク

健診情報や医療費に基づいた
4月スタートの保健事業
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ジェネリック医薬品の使用効果についてジェネリック医薬品の使用効果について
皆様の

ご協力に感謝！
　表1は、平成24年度からの一人当たりの薬剤給付費の
推移を示したものです。
　平成25年度まで経年的に薬剤も療養費同様上昇して
参りましたが、平成26年度見通し（1月現在）では、その
伸びが鈍化し、被保険者においては、前年を下回る見通
しとなっています。
　これは平成26年度の薬価基準の見直し（減）の影響が
考えられますが、消費税アップとの相殺を考えますと
その影響は僅少とされています。
　このような状況下、ジェネリック医薬品の平均使用
率は、表2のとおり平成25年度及び平成26年度の同時
期比較(診療月4月～12月)で約6％伸び、平成26年度の
平均使用率は52.44％となりました。
　この効果は加入者全体で1800万円の抑制効果があっ

たと推定しており、結果表1の薬剤給付費の抑制に繋
がったものと考えております。皆様のご協力に感謝申
し上げます。
　健康保険組合の財政は平成27年度も料率改定が余儀
ないなど厳しいですが、こういった皆様の一つ一つの
ご協力が実を結び財政状況を好転させていくものと確
信致します。
　日本のジェネリック医薬品のシェアは現在40％程度
ですが、国はこれを平成30年度までに60％を目指すと
しております。また海外では、すでに米国で約90％、独
国で80％のシェアとなっているなど多くの国で高い
シェアとなっていることから、環境が整うにしたがい
一層薬剤費の抑制効果が期待されます。
　今後とも引き続きご協力の程お願い申し上げます。

表１. 総薬剤一人当たり支給推移

被保険者
被扶養者

平成24年度
実績（円）
18,598
19,429

前年比（％）
97.1

104.2

平成25年度
実績（円）
19,122
21,282

前年比（％）
102.8
109.5

平成26年度見通し
見通し（円）
18,403
22,044

前年比（％）
96.2

103.6

平成27年度予算
推計（円）
18,357
23,034

前年比（％）
99.7

104.5

表２. ジェネリック薬品使用率比較

平均

平成25年年度
被保険者
51.50

被扶養者
42.30

計
46.42
伸び率

平成26年度
被保険者
57.38
5.87

被扶養者
48.33
6.04

計
52.44
6.02

単位（％）

（注） 使用率＝ジェネリック薬品
使用額÷ジェネリック対
象薬品総額


